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議案の提出につい て 

 

議員提出第１６号議案 

 

国立市議会会議規則の一部を改正する規則案 

 

上記の議案を次のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１３条の

規定により提出します。 



（説 明） 請願書の記載事項等について、請願者が署名をした場合、押印

を省略できるよう改正するものである。 

 

 

国立市議会会議規則の一部を改正する規則案 

 

国立市議会会議規則（昭和４２年３月国立市議会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 

第８２条第１項中「邦文」を「、邦文」に、「、請願者の住所および氏名

（法人の場合にはその名称および代表者の氏名）」を「および請願者の住

所」に、「押印しなければならない」を「請願者が署名または記名押印をし

なければならない」に改め、同条第３項を同条第４項とし、同条第２項中

「請願を」の前に「前２項の」を加え、「記名押印しなければならない」を

「記名押印をしなければならない」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。 

２ 請願者が法人の場合には、邦文を用いて、請願の趣旨、提出年月日、法

人の名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印をしなけれ

ばならない。 

 

附 則 

 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


